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やさしく見守る
入学・入園のこの時期は、まだ道路の通行に慣れていない子供たちが交通事故に遭う危険性が懸

念されます。また、お年寄りが道路横断中の交通事故で亡<なる割合が高<なつています。

一人一人が交通ルールを守り、正しい交通マナーを実践することで、交通事故を防止しま

歩行者姉害に注意 ′

● 信号機のない橘断歩道は、歩行者が優先です。

● 信号機のない橘断歩道の前では減速し、横断を

待つている人がいれば、―H寺停止する義務があります。

・
_■‐奪‐略‐等にお.ける変‐目.稲導諄縮oo‐鐵.lu_:_|

4月から登下校を始める新入学児童を交通事故の危険から守るため、登下校 :

時間帯の通学路等において交通指導取締りを強化しています。        :
学校周辺は多くの児童が通行するため、スクールゾーンをはじめ、登下校時 :

間帯の車両通行止めや速度規制等の交通規制がされている道路があります。  |
思いやりとゆとりを持つた運転をしましよう。

速度超過に注意
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理学路での速度超過の |
取締りを強化しています。|

咸勒 |

不法投棄を許さない。

新生活が始まり、不要になつたゴミ等を山
林や手賀沼沿いに捨てにくる者がいます。

ダンボール・家具・電化製品を混在して運
んでいる車両等不審な車両を見かけた場合に
は、駐在所迄ご連絡下さい。

(ナンバーや運転手の特徴を教えて下さい。 )
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【運動期間〕 傘和6年4■ 6口 (よ )から4N15口 (■ )までの10日間
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